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公    告 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６

条第５項の規定により次のとおり大規模小売店舗の廃止の届出があったので、

同条第６項の規定により広告します。 

 

    平成２８年 ２月 １日 

 

                     佐賀県知事  山口 祥義 

 

１ 届出者の氏名及び住所 

  株式会社赤ちゃん本舗 

  代表取締役 佐藤 好潔 

  大阪府大阪市中央区南本町３丁目３番２１号 

 

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  Ｇ．Ｌ．Ｏホンポ 鳥栖店（現：アカチャンホンポ 鳥栖店） 

  佐賀県鳥栖市藤木町字若桜３番２２ 

 

３ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

  ５，８９２㎡ 

 

４ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

  ０㎡ 

 

５ 大規模小売店舗の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる日 

     平成２８年 １月３１日 

  


